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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けて、本年度に入り、第 6 報に至るまで「対象地域，

対象期間，就業態様」について社の方針を発表し、現状では「テレワーク制度」(試行中)の適用拡大を

図り、対応してきた状況です。 

しかし、現在の新型コロナウィルスの感染に関わる第 4 波の状況から、国の自治体向けの施策【「緊

急事態宣言」および「まん延防止等重点措置」発出】に鑑み、社として決定しました。 

なお、業務対応のため、就業態様について変更を必要とするときは、所属長の同意を得て対応してく

ださい。 

記 

１．就業対応 

１．対象期間 4月 26日(月) ～ 5月 14日(金) 

２．対 象 者 
全社員 
(施工管理業務に携わっている社員は発注者の指示に従うこと。) 

３．就業態様 

勤務地区分 出勤 在宅勤務 

東京支社・大阪支社 20％ 80％ 

そのほかの事業所 40％ 60％ 

４．出勤時の就業時間 
● 時差出勤制度を適用する。 

通常勤務(9：00～17：30)を基準として前後 2時間内で
の出退勤を利用可とする。 

２．業務上の対応 

①業務遂行にあたっては、発注者および当社技術部門・営業部門と十分に協議して対応すること。 

②業務遂行に伴う移動手段は原則として公共交通機関以外の交通手段を使用すること。 
やむを得ず公共交通機関を利用する場合は、密の状態を回避して感染症対策を十分に行い対応に
あたること。 

③社内外の打合せは「電話」「メール」「Web会議」等を基本とし、「対面での打合せ」は避ける。 

３．新型コロナウィルス感染症に関わる対応および予防措置 

４月８日付で発行した「ⅮＦ 新型コロナウィルス感染予防対策 ガイドライン（第３版）」に則
った私生活・職場生活を励行してください。 

※ 「ＧＷ中の過ごし方」 

対象期間中にＧＷを迎えますが、当該期間中も「ガイドライン」に則り、県外への移動、大人
数での会食、大規模イベントへの参加などの自粛にご協力ください。 
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